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１　

紙
切
れ
一
枚
の
離
婚

日
本
で
は
、
夫
婦
は
、
そ
の
協
議
で
、
離

婚
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
民
法
七
六
三
条
）。

日
本
の
離
婚
件
数
の
八
七
・
五
％
で
あ
る
。
家

庭
裁
判
所
で
な
さ
れ
る
調
停
離
婚
が
一
〇
％
、

和
解
離
婚
が
一
・
五
％
、
裁
判
離
婚
が
一
％
。

協
議
離
婚
は
、
協
議
離
婚
届
書
に
必
要

事
項
を
記
載
し
て
、
夫
・
妻
の
ど
ち
ら
か
が
、

あ
る
い
は
第
三
者
が
市
区
町
村
の
戸
籍
の
窓

口
に
持
参
し
た
り
、
郵
送
す
れ
ば
、
戸
籍
係

が
届
書
を
点
検
し
て
受
理
す
る
と
、
離
婚
が

成
立
す
る
。
夫
・
妻
そ
ろ
っ
て
戸
籍
係
に
出

頭
す
る
必
要
は
な
い
。
韓
国
・
台
湾
・
中
国
も

合
意
の
み
で
離
婚
で
き
る
が
、
家
庭
裁
判
所

（
韓
国
）
あ
る
い
は
登
録
機
関
（
台
湾
・
中
国
）

に
当
事
者
双
方
が
出
頭
す
る
。
欧
米
は
裁
判

離
婚
な
の
で
、
双
方
が
法
廷
に
出
向
く
。
届

書
と
い
う
紙
切
れ
一
枚
で
離
婚
で
き
る
の
は

日
本
だ
け
で
あ
る
。
世
界
で
最
も
簡
単
に
離

婚
で
き
る
国
で
あ
る
。

双
方
が
出
頭
し
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
こ

と
は
、
自
分
の
知
ら
な
い
う
ち
に
届
出
が
な

さ
れ
、
離
婚
が
成
立
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ

り
う
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
現
行
制
度
で
は
、

役
所
に
出
頭
し
た
者
が
本
人
か
ど
う
か
、
戸

籍
係
が
運
転
免
許
証
な
ど
で
確
認
を
す
る
。

確
認
で
き
な
い
場
合
は
、
届
出
を
受
理
し
た

後
、
遅
滞
な
く
、
本
人
の
住
所
に
受
理
し
た

こ
と
を
通
知
す
る
。
受
理
に
よ
っ
て
、
離
婚

は
成
立
し
て
い
る
の
で
、
協
議
離
婚
届
に
署

名
し
た
覚
え
が
な
い
人
は
、
裁
判
を
起
こ
し

て
、
協
議
離
婚
が
無
効
で
あ
る
こ
と
を
確
認

し
て
も
ら
う
必
要
が
あ
る
。
費
用
と
お
金
を

考
え
て
裁
判
を
あ
き
ら
め
る
人
も
い
る
。

こ
う
し
た
勝
手
な
届
出
を
防
止
す
る
制
度

が
あ
る
。
離
婚
届
の
不
受
理
申
出
制
度
で
あ

る
。
自
ら
が
届
け
出
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
な

い
限
り
、
離
婚
届
を
受
理
し
な
い
よ
う
申
し

出
る
仕
組
み
で
あ
る
。
一
九
七
六
年
、
法
務

省
民
事
局
の
通
達
で
整
備
さ
れ
、
二
〇
〇
七

年
か
ら
、
戸
籍
法
上
の
制
度
と
な
っ
た
。
役

所
に
記
入
式
の
離
婚
届
不
受
理
申
出
の
書

面
が
あ
る
。
必
要
事
項
を
記
載
し
て
、
戸
籍

係
に
提
出
す
る
だ
け
で
よ
い
。
本
人
以
外
の

者
が
届
出
に
来
た
場
合
に
は
、
本
人
確
認
に

よ
っ
て
本
人
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な

り
、
離
婚
届
を
受
理
し
な
い
。
受
理
し
て
い

な
い
か
ら
、
離
婚
は
成
立
し
て
い
な
い
。
そ

し
て
本
人
に
、
他
人
か
ら
の
届
出
が
あ
っ
た

す
る
家
族
と
法
◯

多
様
化

二
宮
周
平

す
る
家
族
と
法
◯

多
様
化

二
宮
周
平
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こ
と
を
通
知
す
る
。
毎
年
、
二
万
五
〇
〇
〇

件
前
後
の
不
受
理
申
出
が
あ
り
、
そ
の
九
割

以
上
が
離
婚
届
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
問
題

は
こ
の
制
度
を
知
ら
な
い
人
が
多
い
こ
と
で

あ
る
。

も
う
一
つ
問
題
が
あ
る
。
夫
婦
に
未
成
年

の
子
が
い
る
場
合
に
は
、
子
の
親
権
者
（
父

母
ど
ち
ら
か
の
単
独
親
権
）
を
届
書
に
記
載
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
離
婚
の
際
の
夫
婦

の
財
産
分
与
に
つ
い
て
は
記
載
欄
が
な
く
、

離
婚
後
の
親
子
の
面
会
交
流
、
養
育
費
の
分

担
に
つ
い
て
は
取
り
決
め
の
有
無
の
チ
ェ
ッ

ク
欄
が
あ
る
も
の
の
、
記
載
し
な
く
て
も
離

婚
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

子
ど
も
の
こ
と
に
つ
い
て
、
民
法
は
、「
父

母
が
協
議
上
の
離
婚
を
す
る
と
き
は
、
そ

の
協
議
で
、
そ
の
一
方
を
親
権
者
と
定
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
八
一
九
条
一
項
）、「
父

母
が
協
議
上
の
離
婚
を
す
る
と
き
は
、
子
の

監
護
を
す
べ
き
者
、
父
又
は
母
と
子
と
の
面

会
及
び
そ
の
他
の
交
流
、
子
の
監
護
に
要
す

る
費
用
の
分
担
そ
の
他
の
子
の
監
護
に
つ
い

て
必
要
な
事
項
は
、
そ
の
協
議
で
定
め
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
子
の
利
益
を
最

も
優
先
し
て
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

（
七
六
六
条
一
項
）
と
す
る
が
、
協
議
で
定
め

よ
と
言
わ
れ
て
も
、
情
報
も
な
け
れ
ば
、
基

準
も
わ
か
ら
な
い
。
一
体
、
ど
う
や
っ
て
定

め
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
。
夫
と
妻
が
対
等
で

な
い
限
り
、
相
手
の
言
い
な
り
に
な
る
お
そ

れ
さ
え
あ
る
。
ま
た
子
ど
も
は
、
父
母
の
協

議
の
か
や
の
外
に
置
か
れ
、
自
分
の
考
え
や

気
持
ち
、
意
見
を
父
母
に
述
べ
る
機
会
が
保

障
さ
れ
て
い
な
い
。

さ
ら
に
、
日
本
人
と
結
婚
し
、
離
婚
に
直

面
し
て
い
る
外
国
人
配
偶
者
の
問
題
は
深
刻

で
あ
る
。
協
議
離
婚
届
書
は
日
本
語
の
み
で

あ
り
、
か
つ
届
書
だ
け
で
離
婚
で
き
る
国
は

な
い
か
ら
、
例
え
ば
、
日
本
人
の
夫
か
ら
、

子
ど
も
の
学
校
に
提
出
す
る
か
ら
署
名
し
て

お
い
て
と
言
わ
れ
、
何
の
こ
と
か
わ
か
ら
ず
、

と
り
あ
え
ず
署
名
し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
が
協

議
離
婚
届
書
で
あ
り
、
離
婚
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
後
に
な
っ
て
気
づ
く
こ
と
が
多
い
。
し

か
も
、
子
の
親
権
者
は
夫
に
な
っ
て
お
り
、

子
ど
も
か
ら
引
き
離
さ
れ
る
だ
け
で
は
な

く
、
日
本
人
の
配
偶
者
ま
た
は
日
本
人
の
子

ど
も
の
親
と
し
て
の
在
留
資
格
を
失
い
、
国

外
退
去
に
な
る
お
そ
れ
す
ら
あ
る
。
離
婚
届

を
受
理
し
た
こ
と
の
本
人
へ
の
通
知
は
日
本

語
の
み
で
あ
り
、
日
本
語
の
不
得
手
な
外
国

人
配
偶
者
は
理
解
で
き
な
い
。
離
婚
届
不
受

理
申
出
の
書
面
も
日
本
語
で
あ
り
、
こ
う
し

た
制
度
が
あ
る
こ
と
を
教
え
て
も
ら
う
機
会

も
な
い
。

離
婚
意
思
の
確
認
、
財
産
分
与
や
子
ど
も

へ
の
配
慮
、
外
国
人
配
偶
者
へ
の
配
慮
な
ど

す
べ
て
が
当
事
者
に
丸
投
げ
さ
れ
て
い
る
。

当
事
者
自
治
と
い
う
名
の
無
法
地
帯
。
私
に

は
そ
う
思
え
て
な
ら
な
い
。
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２　

な
ぜ
日
本
は
協
議
離
婚
制
度
に　

　
　
　

な
っ
た
の
か

徳
川
末
期
か
ら
明
治
初
期
ま
で
の
庶
民
の

慣
行
で
は
、
離
婚
は
、
自
分
た
ち
の
所
属
す

る
家
族
、
親
族
ま
た
は
地
域
集
団
の
承
認
を

得
る
こ
と
で
足
り
た
。
明
治
民
法
制
定
過
程

で
は
、
離
婚
は
家
の
私
事
で
あ
り
、
一
家
の

恥
辱
を
世
間
に
曝さ

ら

す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う

発
想
か
ら
、
届
出
だ
け
で
離
婚
で
き
る
と
し

た
り
、
扶
養
料
、
子
の
措
置
、
財
産
の
分
割

な
ど
を
証
書
に
よ
っ
て
定
め
さ
せ
た
り
、
戸

籍
係
が
夫
と
妻
の
協
議
が
真
実
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
仕
組
み
な
ど
が
検
討
さ
れ
た

が
、
結
局
は
、
夫
婦
の
協
議
で
離
婚
す
る
こ

と
が
で
き
、
か
つ
、
戸
籍
係
へ
の
届
出
で
よ

い
と
い
う
現
行
制
度
と
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、

届
出
制
度
は
家
制
度
に
と
っ
て
好
都
合
だ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
家
風
に
な
じ
ま
な
い
嫁
、

後
継
ぎ
を
産
め
な
い
嫁
を
、
戸
主
の
判
断
で

離
婚
の
届
出
を
し
て
、
追
い
出
す
こ
と
が
で

き
た
の
で
あ
る
。

第
二
次
大
戦
後
、
民
法
改
正
に
よ
り
家
制

度
が
廃
止
さ
れ
た
。
協
議
離
婚
に
つ
い
て
も
、

（
乙
）
裁
判
所
の
許
可
を
得
る
案
、（
丙
）
協

議
離
婚
の
廃
止
案
が
検
討
さ
れ
た
。
し
か
し
、

丙
案
は
不
採
用
と
な
り
、
乙
案
が
承
認
さ
れ

た
が
、
結
局
、
改
正
案
に
は
盛
ら
れ
な
か
っ

た
。
裁
判
所
に
行
く
と
な
る
と
、
事
実
上
の

離
婚
が
増
え
る
、
裁
判
官
が
当
事
者
の
真
意

を
確
か
め
る
の
は
困
難
で
あ
る
、
実
効
性
の

少
な
い
形
式
的
な
確
認
の
た
め
に
、
煩
雑
な

制
度
を
創
設
す
る
こ
と
の
意
義
は
少
な
い
な

ど
の
理
由
に
よ
る
。

し
か
し
、
参
議
院
本
会
議
で
、
田
中
耕
太

郎
（
法
哲
学
者
、
後
の
最
高
裁
判
所
長
官
）
は
、

家
庭
裁
判
所
の
確
認
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
の
修
正
案
を
提
案
し
た
。
離
婚
は
一
生

の
重
大
事
で
あ
る
、
こ
の
く
ら
い
の
手
続
を

踏
む
こ
と
を
面
倒
が
る
よ
う
で
は
、
ま
じ
め

に
離
婚
し
よ
う
と
い
う
固
い
決
心
が
あ
る
か

ど
う
か
疑
わ
ざ
る
を
得
な
い
、
と
主
張
し（

注
１
）た。

新
進
気
鋭
の
若
手
学
者
・
法
曹
・
議
員
ら

に
よ
る
「
家
族
法
民
主
化
期
成
同
盟
の
決
議
・

修
正
希
望
事
項
」
も
、「
東
京
戸
籍
事
務
協
議

会
・
司
法
省
戸
籍
委
員
会
東
京
地
区
委
員
会

の
意
見
書
」
も
、
家
庭
裁
判
所
の
離
婚
意
思

確
認
な
い
し
許
可
を
要
す
る
と
し
て
い
た

（
注
２
）。

前
者
の
理
由
は
、
協
議
離
婚
の
形
式
の
下
で
、

実
際
に
は
舅

し
ゅ
う
と・
姑
し
ゅ
う
と
めに
よ
る
追
い
出
し
離
婚

が
容
易
に
行
わ
れ
て
き
た
弊
害
を
防
止
す
る

た
め
で
あ
る
。
後
者
は
、
新
民
法
に
よ
り
、

財
産
分
与
、
親
権
者
や
監
護
者
を
定
め
る
こ

と
に
な
っ
た
が
、
感
情
の
疎
隔
し
て
い
る
当

事
者
間
で
は
適
正
妥
当
に
協
議
す
る
こ
と
は

困
難
だ
か
ら
、
家
事
審
判
所
で
離
婚
の
合
意

の
成
立
を
審
査
し
、
そ
の
機
会
に
財
産
や
親

権
者
に
つ
い
て
も
適
正
に
協
議
さ
れ
た
か
審

査
し
、
協
議
が
調
っ
て
い
な
い
場
合
に
は
審

判
所
が
協
議
に
代
わ
る
審
判
も
す
る
の
が
適
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当
で
あ
る
と
し
た
。

１
で
述
べ
た
よ
う
な
協
議
離
婚
制
度
の
問

題
点
を
正
面
か
ら
見
す
え
て
い
る
。
し
か
し
、

結
局
、
明
治
民
法
の
届
出
制
度
が
維
持
さ
れ

た
。
そ
の
後
の
議
論
で
は
、
離
婚
の
自
由
を

保
障
す
る
裁
判
手
続
不
要
は
、
時
間
の
節
約

と
低
コ
ス
ト
で
あ
り
、
家
族
の
自
治
（
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
尊
重
）
に
も
資
す
る
と
い
う
、
現
行

制
度
肯
定
論
が
多
く
な
っ
た
。
離
婚
意
思
の

確
認
の
た
め
に
、
書
面
に
よ
る
届
出
で
は
な

く
戸
籍
係
に
双
方
が
出
頭
す
る
案
、
離
婚
の

効
果
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
に
、
未
成

年
の
子
の
い
る
場
合
に
は
、
家
庭
裁
判
所
が

離
婚
意
思
及
び
離
婚
の
効
果
の
内
容
を
確
認

す
る
案
も
主
張
さ
れ
た
が
、
い
ず
れ
も
法
改

正
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

（
注
１
）
最
高
裁
事
務
総
局
『
民
法
改
正
に
関

す
る
国
会
関
係
資
料
』（
一
九
五
二
）

六
〇
七
～
六
〇
八
ペ
ー
ジ
。

（
注
２
）
我
妻
栄
『
戦
後
に
お
け
る
民
法
改
正

の
経
過
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
五
六
）

三
四
四
、三
四
七
ペ
ー
ジ
。

３　

韓
国
の
協
議
離
婚
制
度
改
革

独
立
後
も
、
日
本
統
治
下
の
日
本
の
法
制

度
を
踏
襲
す
る
こ
と
の
多
か
っ
た
韓
国
で
は
、

当
初
、
日
本
と
同
様
の
協
議
離
婚
制
度
だ
っ

た
が
、
一
九
七
八
年
、
夫
か
ら
の
一
方
的
な

「
追
出
し
離
婚
」
を
防
止
す
る
た
め
に
、
離
婚

意
思
確
認
制
度
を
導
入
し
た
。
協
議
離
婚
を

し
よ
う
と
す
る
者
は
、
家
庭
裁
判
所
で
離
婚

の
合
意
が
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
双
方
が
出
頭
し
、
裁
判
官
に

よ
っ
て
離
婚
意
思
を
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
確
認
書
謄
本
を
添
付
し
て
、
家
族
関
係

登
録
機（

注
３
）関に
協
議
離
婚
の
届
出
を
す
る
。

そ
の
後
、
女
性
の
地
位
も
向
上
し
、
追
出

し
離
婚
に
難
渋
す
る
当
事
者
は
少
な
く
な
っ

た
。
二
〇
〇
〇
年
代
に
な
る
と
、
離
婚
の
増

加
や
、
離
婚
し
た
父
か
ら
養
育
費
の
支
払
い

を
受
け
る
子
ど
も
が
極
め
て
少
な
い
こ
と
な

ど
が
問
題
と
な
っ
た
。
二
〇
〇
五
年
、
韓
国

に
長
く
続
い
て
い
た
戸
主
制
（
日
本
の
家
制
度

に
近
似
す
る
）
が
、
憲
法
裁
判
所
か
ら
憲
法
不

合
致
と
判
決
さ
れ
た
。
戸
主
制
の
廃
止
に
伴

い
、
抜
本
的
な
家
族
法
改
正
が
な
さ
れ
、
そ

の
一
つ
と
し
て
、
子
の
福
利
を
守
る
た
め
、

協
議
離
婚
制
度
が
改
正
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、

熟
慮
期
間
を
設
け
た
こ
と
と
、
子
の
養
育
事

項
協
議
書
の
提
出
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
こ
と

で
あ
る
（
二
〇
〇
八
年
六
月
二
二
日
施
行
）。

①
協
議
離
婚
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
家

庭
裁
判
所
が
提
供
す
る
「
離
婚
に
関
す
る
案

内
」
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
離
婚
に

関
す
る
法
的
な
情
報
と
、
離
婚
が
子
ど
も
に

与
え
る
影
響
や
親
と
し
て
の
責
任
な
ど
子
の

養
育
に
関
わ
る
情
報
の
提
供
（
子
女
養
育
案

内
）
で
あ
る
。
後
者
は
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
使
う
。

②
養
育
す
べ
き
子
が
あ
る
場
合
に
は
、
①

の
離
婚
に
関
す
る
案
内
を
受
け
た
日
か
ら
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三
か
月
内
に
、
そ
の
子
の
養
育
に
関
す
る
事

項
（
養
育
者
の
決
定
、
養
育
費
の
負
担
、
面
接
交

渉
権
を
行
使
す
る
か
否
か
及
び
そ
の
方
法
）
に
つ

い
て
、
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
事

者
は
協
議
書
の
ひ
な
型
と
解
説
を
参
考
に
す

る
。③

家
庭
裁
判
所
は
、
対
等
な
協
議
の
難
し

い
当
事
者
に
は
、
専
門
的
な
知
識
と
経
験
を

そ
な
え
た
専
門
相
談
者
の
相
談
を
受
け
る
こ

と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、

ソ
ウ
ル
家
庭
裁
判
所
か
ら
委
託
さ
れ
て
い
る

韓
国
夫
婦
青
少
年
家
族
相
談
所
で
は
、
二
～

三
か
月
に
一
〇
回
（
一
回
二
～
三
時
間
）、
ま
ず

は
夫
・
妻
別
々
に
二
回
ず
つ
、
次
に
夫
婦
一

緒
に
四
回
、
最
後
の
二
回
は
子
ど
も
も
参
加

し
て
、
心
理
的
な
相
談
対
応
を
す
る
。
相
談

所
で
協
議
書
作
成
の
ア
ド
バ
イ
ス
も
す
る
。

相
談
に
係
る
費
用
は
裁
判
所
が
負
担
す
る
。

④
家
庭
裁
判
所
は
、
②
の
協
議
が
子
の
福

利
に
反
す
る
場
合
に
は
、
補
正
を
命
じ
ま
た

は
職
権
に
よ
っ
て
そ
の
子
の
意
思
・
年
齢
及

び
父
母
の
財
産
状
況
、
そ
の
他
の
事
項
を
参

酌
し
て
、
養
育
に
必
要
な
事
項
を
定
め
る
。

実
際
に
は
、
書
記
官
が
協
議
書
を
チ
ェ
ッ
ク

し
、
問
題
の
あ
る
協
議
書
に
つ
い
て
調
査
官

と
相
談
し
、
そ
の
協
議
書
の
相
談
を
裁
判
官

へ
つ
な
ぐ
こ
と
で
、
裁
判
官
の
負
担
を
軽
減

し
て
い
る
。
ま
た
養
育
費
負
担
の
合
意
に
つ

い
て
は
、
家
庭
裁
判
所
が
強
制
執
行
を
可
能

に
す
る
調
書
を
作
成
す
る
。

⑤
こ
う
し
て
②
の
協
議
書
を
家
庭
裁
判
所

に
提
出
し
て
、
初
め
て
離
婚
意
思
の
確
認
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
、
家
族
関
係
登
録
機
関

に
協
議
離
婚
の
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ（

注
４
）る。

な
お
韓
国
は
、
多
文
化
共
生
社
会
を
目
指

し
て
お
り
、
離
婚
に
関
す
る
案
内
で
配
付
さ

れ
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
一
三
か
国
語
で
作
成

さ
れ
、
子
女
養
育
案
内
で
使
用
さ
れ
る
Ｄ
Ｖ

Ｄ
は
七
か
国
語
の
字
幕
付
き
で
あ
る
。

さ
ら
に
養
育
費
負
担
の
実
効
性
を
確
保
す

る
た
め
の
改
革
と
し
て
、
二
〇
一
五
年
三
月

か
ら
、
国
の
省
庁
の
一
つ
で
あ
る
女
性
家
族

部
傘
下
の
韓
国
健
康
家
庭
振
興
院
内
に
「
養

育
費
履
行
管
理
院
」
を
設
置
し
た
。
七
つ
の

チ
ー
ム
、
計
七
六
名
の
ス
タ
ッ
フ
が
養
育
費

の
履
行
請
求
訴
訟
や
取
立
手
続
の
代
行
な
ど

を
行
い
、
取
立
て
が
で
き
な
い
場
合
の
一
時

的
な
養
育
費
の
緊
急
支
援
も
行
っ
て
い（

注
５
）る。

こ
の
瞠ど

う
も
く目
す
べ
き
改
革
は
、
韓
国
家
庭
法

律
相
談
所
な
ど
女
性
の
地
位
向
上
及
び
権
利

保
障
に
大
き
な
力
を
発
揮
し
て
き
た
女
性
た

ち
の
市
民
運
動
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
家
族
法

改
正
を
公
約
と
し
た
ノ
・
ム
ヒ
ョ
ン
大
統
領
、

養
育
費
履
行
管
理
院
設
置
を
国
政
課
題
と
し

た
パ
ク
・
ク
ネ
大
統
領
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
、

ソ
ウ
ル
家
庭
裁
判
所
を
中
心
と
し
た
裁
判

官
、
調
査
官
、
研
究
者
な
ど
の
専
門
家
集
団

の
連
携
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
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（
注
３
）
日
本
の
戸
籍
係
に
相
当
す
る
。

二
〇
〇
八
年
、
韓
国
で
は
、
戸
籍
制
度

は
個
人
別
の
家
族
関
係
登
録
制
度
に

改
正
さ
れ
て
い
る
（
本
誌
二
〇
〇
四
号

（
二
〇
一
六
）
五
六
ペ
ー
ジ
参
照
）。

（
注
４
）
二
宮
周
平
・
渡
辺
惺
之
編
『
子
ど
も

と
離
婚
～
合
意
解
決
と
履
行
の
支
援
』

（
信
山
社
、
二
〇
一
六
）
三
二
ペ
ー
ジ
以

下
〔
宋
賢
鍾
〕、
二
宮
周
平
・
渡
辺
惺
之

編
『
離
婚
紛
争
の
合
意
に
よ
る
解
決
と

子
の
意
思
の
尊
重
』（
日
本
加
除
出
版
、

二
〇
一
四
）
二
六
六
ペ
ー
ジ
以
下
〔
二
宮

周
平
〕

（
注
５
）
六
か
月
の
立
替
え
給
付
。
一
か
月

二
〇
万
ウ
ォ
ン
（
約
二
万
円
）、
三
か
月

の
延
長
も
可
。
詳
細
は
、
二
宮
周
平
・
金

成
恩
「
義
務
面
談
、
面
会
交
流
セ
ン
タ
ー

と
養
育
費
履
行
管
理
院
～
離
婚
紛
争
解

決
の
入
口
と
出
口
に
関
す
る
韓
国
の
新
展

開
」
戸
籍
時
報
七
四
一
号
（
二
〇
一
六
）

一
一
ペ
ー
ジ
以
下
。

４　

今
、
日
本
で
は

二
〇
一
四
年
四
月
、
兵
庫
県
明
石
市
は
、

泉
房
穂
市
長
の
肝
い
り
で
、
協
議
離
婚
当
事

者
へ
の
情
報
提
供
を
開
始
し
た
。
協
議
離
婚

届
書
と
共
に
、『
こ
ど
も
の
養
育
プ
ラ
ン
』、

『
こ
ど
も
の
養
育
に
関
す
る
合
意
書
』、『
親

の
離
婚
と
こ
ど
も
の
気
持
ち
』、『
こ
ど
も
と

親
の
交
流
ノ
ー
ト
』
な
ど
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

を
配
付
し
て
い（

注
６
）る。
法
務
省
の
デ
ー
タ
に
よ

る
と
、
協
議
離
婚
届
書
の
面
会
交
流
取
り
決

め
あ
り
の
割
合
は
六
三
・
〇
％
、
養
育
費
取

り
決
め
あ
り
は
六
二
・
六
％
だ
が
、
明
石
市

の
場
合
に
は
、
い
ず
れ
も
七
〇
％
を
超
え
て

い
る
。
そ
れ
な
り
の
成
果
は
あ
る
。

次
に
相
談
体
制
の
充
実
で
あ
る
。
市
役
所

本
庁
内
で
市
民
相
談
室
の
ほ
か
、
大
阪
フ
ァ

ミ
リ
ー
相
談
室
の
相
談
員
に
よ
る
「
こ
ど
も

養
育
専
門
相
談
」
な
ど
を
実
施
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
面
会
交
流
の
場
所
の
提
供
（
明
石

天
文
台
の
無
料
・
優
先
利
用
）、
面
会
交
流
支
援

モ
デ
ル
事
業
の
開
始
（
二
〇
一
六
年
一
〇
月
）、

親
教
育
の
実
施
（
講
座
「
離
婚
後
の
子
育
て
と

こ
ど
も
の
気
持
ち
」、
毎
年
一
回
）、
親
子
キ
ャ

ン
プ
の
実
施
な
ど
が
あ
る
。

葛
藤
レ
ベ
ル
の
低
い
夫
婦
に
対
し
て
、
適

切
な
情
報
を
提
供
し
、
こ
じ
れ
る
前
に
相
談

対
応
で
子
の
た
め
に
紛
争
解
決
が
で
き
る
よ

う
に
な
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
Ｄ
Ｖ
事
案

に
つ
い
て
は
、
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン

タ
ー
や
Ｄ
Ｖ
問
題
に
詳
し
い
弁
護
士
グ
ル
ー

プ
と
連
携
し
て
い
る
。

二
〇
一
六
年
一
〇
月
、
法
務
省
も
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
『
子
ど
も
の
健
や
か
な
成
長
の
た
め

に
～
離
婚
後
の
「
養
育
費
の
支
払
」
と
「
面

会
交
流
の
実
現
に
向
け
て　

子
ど
も
の
養
育

に
関
す
る
合
意
書
作
成
の
手
引
き
と
Ｑ
＆

Ａ
』
を
作
成
し
、
基
礎
自
治
体
に
送
付
し
た
。

こ
れ
は
明
石
市
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が
基
に

な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
各
自
治
体
で
の
取

扱
い
は
定
ま
っ
て
お
ら
ず
、
相
談
対
応
が
な

い
限
り
、
単
に
配
っ
た
り
、
ス
タ
ン
ド
に
配

架
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
る
お
そ
れ
も
高
い
。
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協
議
離
婚
届
書
や
解
説
、
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
の
多
言
語
対
応
に
つ
い
て
は
、
法
務
省
あ

る
い
は
外
務
省
は
ま
だ
着
手
し
て
い
な
い
。

今
、
と
よ
な
か
国
際
交
流
協
会
（
大
阪
府
豊
中

市
）
が
中
心
と
な
り
、『
離
婚
ア
ラ
ー
ト
』
を

作
成
中
で
あ
る
。
一
〇
か
国
語
版
の
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
と
動
画
配
信
で
あ
る
。
一
方
的
に
協

議
離
婚
届
が
提
出
さ
れ
、
親
権
者
も
勝
手
に

決
め
ら
れ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
、

協
議
離
婚
届
書
に
不
用
意
に
署
名
し
て
は
い

け
な
い
こ
と
、
不
安
が
あ
れ
ば
離
婚
届
不
受

理
届
を
す
る
こ
と
な
ど
を
情
報
提
供
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ（

注
７
）る。

い
ず
れ
も
基
礎
自
治
体
が
取
り
組
み
始
め

て
い
る
が
、
現
場
で
の
処
方
箋
で
あ
り
、
根

本
的
に
は
、
協
議
離
婚
制
度
そ
れ
自
体
の
改

革
が
不
可
欠
で
あ
る
。
例
え
ば
、
①
協
議
離

婚
制
度
を
維
持
す
る
以
上
、
協
議
離
婚
届
書

を
取
り
に
来
た
市
民
に
対
し
て
、
基
礎
自
治

体
で
の
適
切
な
情
報
提
供
、
相
談
対
応
、
福

祉
の
案
内
、
多
言
語
対
応
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な

ど
が
必
要
で
あ
る
。
自
治
体
任
せ
に
す
る
の

で
は
な
く
、
こ
れ
ら
は
法
務
省
の
責
任
で
作

成
し
、
相
談
員
を
配
置
し
、
そ
の
費
用
は
国

が
出
す
。

②
未
成
年
の
子
の
い
る
協
議
離
婚
に
つ
い

て
は
、
家
庭
裁
判
所
あ
る
い
は
家
庭
裁
判
所

が
認
定
し
た
機
関
（
例
え
ば
、
家
庭
問
題
情
報

セ
ン
タ
ー
な
ど
）
が
親
教
育
（
韓
国
の
子
女
養
育

案
内
と
同
様
の
も
の
）
を
行
う
。

③
夫
と
妻
が
離
婚
後
の
子
の
養
育
に
関
す

る
協
議
書
を
作
成
し
、
家
庭
裁
判
所
が
そ
れ

を
確
認
し
た
書
面
を
交
付
す
る
。
協
議
書
の

確
認
作
業
は
、
家
庭
裁
判
所
の
書
記
官
、
参

与
員
あ
る
い
は
確
認
専
門
員
（
新
設
。
例
え
ば
、

定
年
退
職
し
た
裁
判
官
や
大
学
教
員
等
を
日
当
で

雇
用
す
る
な
ど
）
が
行
い
、
裁
判
官
の
過
度
の

負
担
に
な
ら
な
い
よ
う
に
工
夫
す
る
。

④
当
事
者
は
③
の
書
面
を
添
付
し
て
協
議

離
婚
届
を
提
出
す（

注
８
）る。

戦
後
の
民
法
改
正
の
際
に
、
提
唱
さ
れ
て

い
た
改
革
案
を
七
〇
年
を
経
て
、
掘
り
起
こ

す
よ
う
な
作
業
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

未
成
年
の
子
ど
も
の
い
る
離
婚
は
、
毎
年
、

離
婚
全
体
の
六
割
、
離
婚
を
経
験
す
る
子
ど

も
は
二
二
万
人
を
超
え
る
。
子
ど
も
が
親
の

離
婚
を
乗
り
超
え
、
自
立
し
た
大
人
に
成
長

す
る
こ
と
を
支
え
る
の
は
、
社
会
の
、
国
家

の
責
任
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
注
６
）
明
石
市
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
、「
子
ど
も
・

教
育
」
→
「
離
婚
後
の
子
ど
も
養
育
支

援
」
で
そ
れ
ぞ
れ
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
能
で

あ
る
。
な
お
取
組
み
に
つ
い
て
は
、二
宮
・

渡
辺
編
（
注
４
）〔
二
〇
一
六
〕
八
一
ペ
ー

ジ
〔
福
市
航
介
〕
参
照
。

（
注
７
）
本
年
三
月
末
ま
で
に
は
、『
離
婚
ア
ラ
ー

ト
』
と
し
て
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
掲
載
及
び
配

信
の
予
定
で
あ
る
。

（
注
８
）
金
亮
完
「
Ⅰ
協
議
離
婚
制
度
改
革
」
戸

籍
時
報
七
五
一
号（
二
〇
一
七
）二
一
ペ
ー

ジ
以
下
に
私
案
を
加
え
た
。

（
立
命
館
大
学
法
学
部
教
授
＝
家
族
法
）


